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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備える集積機構と、
　紙葉類の種類、及び識別情報を認識する認識手段と、
　上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類を、その認識結果に応じた集積部に搬送
して集積させる紙葉類搬送手段と、
　上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類が、上記紙葉類搬送手段により搬送及び
集積された結果、誤った集積部に集積されたことを検出する誤集積検出手段と、
　上記誤集積検出手段により誤った集積部に集積された誤集積紙葉類が検出された場合、
当該誤集積紙葉類に関する情報を出力する出力手段とを有し、
　上記複数の集積部には、オープンポケットと一時集積部が含まれており、
　上記出力手段は、誤集積紙葉類が集積された集積部であるオープンポケット又は一時集
積部を示す情報を出力する
　ことを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項２】
　上記出力手段は、更に集積部内で誤集積紙葉類が集積されている位置に関する情報を出
力する、ことを特徴とする請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項３】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備える集積機構と、
　紙葉類の種類、及び識別情報を認識する認識手段と、
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　上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類を、その認識結果に応じた集積部に搬送
して集積させる紙葉類搬送手段と、
　上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類が、上記紙葉類搬送手段により搬送及び
集積された結果、誤った集積部に集積されたことを検出する誤集積検出手段と、
　上記誤集積検出手段により誤った集積部に集積された誤集積紙葉類が検出された場合、
当該誤集積紙葉類に関する情報を出力する出力手段とを有し、
　上記出力手段は、当該集積部で当該誤集積紙葉類が、当該集積部に集積された紙葉類の
上方向から見て何枚目に位置しているかの情報、及び又は当該集積部で当該誤集積紙葉類
が、当該集積部に集積された紙葉類の下方向から見て何枚目に位置しているかの情報を出
力する、ことを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項４】
　上記出力手段は、更に誤集積紙葉類の識別情報を出力する、ことを特徴とする請求項３
に記載の紙葉類処理装置。
【請求項５】
　上記出力手段は、当該集積部内で当該誤集積紙葉類の周辺に位置する紙葉類の識別情報
を出力する、請求項３に記載の紙葉類処理装置。
【請求項６】
　誤集積紙葉類を、上記認識手段による認識結果に応じた正しい集積部に再集積させるよ
うに、上記紙葉類搬送手段を制御する再集積制御手段をさらに備える、ことを特徴とする
請求項１又は２に記載の紙葉類処理装置。
【請求項７】
　上記再集積制御手段は、集積部内で誤集積紙葉類の上に更に他の紙葉類が集積されてい
る場合には、当該誤集積紙葉類の上に集積されている紙葉類を当該集積部から除去してか
ら、当該誤集積紙葉類の再集積の制御処理を行う、ことを特徴とする請求項６に記載の紙
葉類処理装置。
【請求項８】
　当該紙葉類処理装置に取り込む紙葉類を集積するための取込部を更に備え、
　上記再集積制御手段は、上記紙葉類搬送手段を制御して、当該誤集積紙葉類の上に集積
されている紙葉類を上記取込部に搬送して集積させてから、当該誤集積紙葉類の再集積を
実行させる、ことを特徴とする請求項６又は７に記載の紙葉類処理装置。
【請求項９】
　上記再集積制御手段は、誤集積紙葉類について、上記認識手段により再認識処理を実行
させ、更に上記紙葉類搬送手段を制御して、当該誤集積紙葉類を上記認識手段による再認
識処理の結果に基づいた集積部に搬送して集積させる、ことを特徴とする請求項８に記載
の紙葉類処理装置。
【請求項１０】
　上記紙葉類搬送手段は、紙葉類を搬送するための搬送路を備えており、
　上記再集積制御手段は、上記紙葉類搬送手段を制御して、誤集積紙葉類の再集積を実行
させる際に、上記搬送路での搬送速度を、上記紙葉類搬送手段が誤集積紙葉類でない紙葉
類を搬送する速度よりも遅い搬送速度で動作させる、ことを特徴とする請求項８又は９に
記載の紙葉類処理装置。
【請求項１１】
　当該紙葉類処理装置に取り込む紙葉類を集積するための取込部と
　上記誤集積検出手段により誤集積紙葉類として検出された紙葉類が、特定の識別情報の
特定識別情報紙葉類だった場合、上記紙葉類搬送手段を制御して、当該紙葉類を上記取込
部に集積させる誤集積紙葉類処理手段とを更に有し、
　上記出力手段は、上記誤集積紙葉類処理手段の制御により、上記取込部に集積された特
定識別情報紙葉類の除去を要求する通報を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項１２】
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　上記誤集積紙葉類処理手段は、上記紙葉類搬送手段を制御して上記取込部に集積させた
紙葉類が、上記取込部から除去されずに、再度上記取込部から当該紙葉類処理装置内に取
り込まれた場合には、上記紙葉類搬送手段を制御して、当該紙葉類を再度上記取込部に集
積させることを特徴とする請求項１１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項１３】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備える集積機構と、紙葉類の種類、及び識別情報を認
識する認識手段と、上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類をその認識結果に応じ
た集積部に搬送して集積させる紙葉類搬送手段とを備え、上記複数の集積部には、オープ
ンポケットと一時集積部が含まれている紙葉類処理装置に搭載されたコンピュータを、
　上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類が、上記紙葉類搬送手段により搬送及び
集積された結果、誤った集積部に集積されたことを検出する誤集積検出手段と、
　上記誤集積検出手段により誤った集積部に集積された誤集積紙葉類が検出された場合、
当該誤集積紙葉類に関する情報を出力する出力手段として機能させ、
　上記出力手段は、誤集積紙葉類が集積された集積部であるオープンポケット又は一時集
積部を示す情報を出力する
　ことを特徴とする紙葉類処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙葉類処理装置及びプログラムに関し、例えば、紙幣を金種別などに分類して
計数し、計数した分類紙幣をそれぞれ一時集積部に集積し、一定枚数毎に結束して整理す
る紙幣結束整理装置に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の紙幣結束整理装置等の紙葉類処理装置としては、特許文献１の記載技術がある。
【０００３】
　特許文献１の装置では、結束されていない紙幣を一定枚数（例えば、１００枚）集積可
能な一時集積部を複数備えている。そして、特許文献１の装置では、オペレータにより紙
幣がセットされると、その紙幣を鑑別部に搬送して金種等の鑑別及び計数を行い、金種ご
とに指定された一時集積部に集積する。そして、特許文献１の装置では、一時集積部に紙
幣が一定枚数集積されると、その紙幣を移送手段により施封部（紙幣結束機構）に移送し
、この施封部により紙幣をテープで結束（施封）して紙幣束として放出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－９３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　紙幣結束整理装置は、例えば、金融機関や、警備会社（ＡＴＭ等の金庫から現金を輸送
する警送サービスを行う会社）等、一旦流通した紙幣を回収して計数する場所で利用され
ることが多い。したがって、一旦流通した紙幣を回収する際には、精巧な偽券や盗難され
た紙幣等、不正に流通している紙幣が混ざっている場合があり得る。このような、不正に
流通している紙幣については、金融機関等で、記番号（紙幣に印字された番号等の識別情
報）がある程度特定されており（以下、この特定されている番号を「特定記番号」と呼ぶ
）、特定記番号の紙幣については他の紙幣とは区別して取り扱う必要がある。
【０００６】
　また、従来の紙幣結束整理装置では、装置内で紙幣を搬送する際に、ローラやベルト等
により形成された搬送路上に切替ブレードを設置し、その切替ブレードの向きにより、紙
幣ごとに搬送する方向（搬送路）を切替えて、紙幣ごとに所定の集積先に搬送するものが
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ある。しかし、従来の紙幣結束整理装置では、紙幣の金種等を認識してから切替ブレード
を切り替えるためのコマンドを制御部に送信しているため、搬送路上での紙幣の搬送速度
が速くなると、切替ブレードを切り替えるためのコマンドを制御部に送信している間に紙
幣が搬送されてしまう。つまり、切替ブレードが切り替わる前に紙幣が搬送されてしまう
ので、切替ブレードの切替が間に合わず、意図しない集積先に誤って紙幣を搬送して集積
してしまう場合があった。本明細書では、紙幣結束整理装置が誤った集積先に紙幣を搬送
して集積してしまうことを「誤集積」と呼ぶものとする。また、本明細書では、誤集積さ
れた紙幣を「誤集積紙幣」とも呼ぶものとする。そして、誤集積紙幣が発生した場合、従
来の紙幣結束整理装置では、オペレータが、各集積先の紙幣を目視で確認して見つけ出す
しかなかった。
【０００７】
　そのため、誤った集積先に搬送された紙葉類（例えば、紙幣）を容易にオペレータが見
つけ出すことができる紙葉類処理装置及びプログラムが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の本発明の紙葉類処理装置は、（１）紙葉類を集積する複数の集積部を備える集積
機構と、（２）紙葉類の種類、及び識別情報を認識する認識手段と、（３）上記認識手段
により認識処理が行われた紙葉類を、その認識結果に応じた集積部に搬送して集積させる
紙葉類搬送手段と、（４）上記認識手段により認識処理が行われた紙葉類が、上記紙葉類
搬送手段により搬送及び集積された結果、誤った集積部に集積されたことを検出する誤集
積検出手段と、（５）上記誤集積検出手段により誤った集積部に集積された誤集積紙葉類
が検出された場合、当該誤集積紙葉類に関する情報を出力する出力手段とを有し、（６）
上記複数の集積部には、オープンポケットと一時集積部が含まれており、（７）上記出力
手段は、誤集積紙葉類が集積された集積部であるオープンポケット又は一時集積部を示す
情報を出力することを特徴とする。
【０００９】
　第２の本発明の紙葉類処理プログラムは、（１）紙葉類を集積する複数の集積部を備え
る集積機構と、紙葉類の種類、及び識別情報を認識する認識手段と、上記認識手段により
認識処理が行われた紙葉類を、その認識結果に応じた集積部に搬送して集積させる紙葉類
搬送手段とを備え、上記複数の集積部には、オープンポケットと一時集積部が含まれてい
る紙葉類処理装置に搭載されたコンピュータを、（２）上記認識手段により認識処理が行
われた紙葉類が、上記紙葉類搬送手段により搬送及び集積された結果、誤った集積部に集
積されたことを検出する誤集積検出手段と、（３）上記誤集積検出手段により誤った集積
部に集積された誤集積紙葉類が検出された場合、当該誤集積紙葉類に関する情報を出力す
る出力手段として機能させ、（４）上記出力手段は、誤集積紙葉類が集積された集積部で
あるオープンポケット又は一時集積部を示す情報を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、誤った集積先に搬送された紙葉類を容易にオペレータが見つけ出すこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態の紙幣結束整理装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態の紙幣結束整理装置の内部構造を示す概略側面図（一方の側板を
取り外して見た概略側面図）である。
【図３】第１の実施形態の紙幣結束整理装置の外観を示す斜視図である。
【図４】第１の実施形態の紙幣結束整理装置における操作部を拡大して示す平面図である
。
【図５】第１の実施形態の紙幣結束整理装置における紙幣結束機構の詳細を示す側面図で
ある。
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【図６】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で記憶される設定情報の内容例について示し
た説明図である。
【図７】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で記憶される登録特定記番号情報の内容例に
ついて示した説明図である。
【図８】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で記憶される検出特定記番号情報の内容例に
ついて示した説明図である。
【図９】第１の実施形態の紙幣結束整理装置（制御部）が設定情報及び検出特定記番号情
報の入力を受ける場合の動作について示したフローチャートである。
【図１０】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される設定情報入力画面の内容例に
ついて示した説明図である。
【図１１】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される券種選択画面の内容例につい
て示した説明図である。
【図１２】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される特定記番号入力画面の内容例
について示した説明図である。
【図１３】第１の実施形態の紙幣結束整理装置（制御部）が計数及び結束処理を行う場合
の動作について示したフローチャートである。
【図１４】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される計数中表示画面の例について
示した説明図（その１）である。
【図１５】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される計数中表示画面の例について
示した説明図（その２）である。
【図１６】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される記番号一覧表示画面の例につ
いて示した説明図である。
【図１７】第１の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される誤集積表示画面の例について
示した説明図である。
【図１８】第２の実施形態の紙幣結束整理装置で表示される誤集積表示画面の例について
示した説明図である。
【図１９】第２の実施形態の紙幣結束整理装置で誤集積が発生した場合に、制御部が行う
動作について示したフローチャートである。
【図２０】第１の実施形態の変形例の紙幣結束整理装置で表示される計数中表示画面の例
について示した説明図である。
【００１２】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による紙葉類処理装置及びプログラムを、紙幣結束整理装置に適用した第
１の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００１３】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図２は、実施形態に係る紙幣結束整理装置の内部構造を示す概略側面図（一方の側板を
取り外して見た側面図）である。
【００１４】
　図３は、第１の実施形態の紙幣結束整理装置の外観を示す斜視図である。図４は、図３
における操作部７を拡大して示す平面図である。図２～図４だけでなく後述する各図を含
め、同一部分、対応部分には、同一符号、対応符号を付して示している。
【００１５】
　第１の実施形態に係る紙幣結束整理装置１００の正面上部には、紙幣の投入部１が設け
られている。「認識手段」としての鑑別部２は、装置内に設けられており、投入部１から
投入された紙幣の真偽（真券、偽券）、金種、正損（正券、損券）、表裏等の鑑別や計数
を行うと共に、搬送異常の検出を行う。鑑別された紙幣を搬送する搬送機構３の詳細につ
いては、後述する。
【００１６】
　投入口１には、紙幣を載置するための取込トレイ１１が設けられており、オペレータに
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より取込トレイ１１に紙幣が載置されると、それらの紙幣が紙幣結束整理装置１００内に
取り込まれることになる。
【００１７】
　表裏反転部４は、鑑別部２の後段に位置するように設けられており、後述する制御部５
０の制御下で、紙幣の表裏反転を行う。
【００１８】
　オープンポケット５は、装置の上面に設けられており、後述する制御部５０の制御下で
、紙幣（例えば、結束対象外の券種の紙幣）がこのオープンポケット５へ排出される。オ
ープンポケット５に集積された紙幣は、オペレータが直接アクセスできるようになってい
る。
【００１９】
　リジェクトポケット８は、基本的に、鑑別部２でリジェクト紙幣と鑑別された紙幣を集
積することに用いられる。第１の実施形態の場合、後述する制御部５０の制御下で、リジ
ェクト紙幣のうち、上述したオープンポケット５や一時集積部６１への排出対象外のリジ
ェクト紙幣がリジェクトポケット８に排出される。リジェクトポケット８は、例えば、投
入部１の上方に設けられており、このリジェクトポケット８に集積された紙幣にオペレー
タが直接アクセスできる。なお、リジェクトポケット８は、リジェクト紙幣以外の紙幣を
集積することに用いるようにしてもよいことは当然である。
【００２０】
　リジェクトポケット８に排出可能な上限数は、あらかじめ設定された枚数（例えば、１
９０枚）に定められている。これは、リジェクトポケット８から排出されたリジェクト紙
幣が所定枚数を超えると、リジェクトポケット８から紙幣がこぼれて装置外に落ちる恐れ
があるためである。例えば、リジェクトポケット８に集積された紙幣が設定枚数に達した
ときには、制御部５０は紙幣の投入を一時停止させ、リジェクトポケット８から紙幣の除
去をオペレータに求めるメッセージを表示させるようにしてもよい。
【００２１】
　操作部７は、投入部１の一側（図示のものは右側）に設けられている。この操作部７に
は、紙幣の計数を指示する計数開始ボタン７ａ、計数及び結束処理の完了を指示する完了
ボタン７ｂ、装置の障害復旧時に装置を再稼働させるためのリセットボタン７ｃなどが設
けられている。
【００２２】
　操作表示部１３は、装置上面においてオープンポケット５の後方に位置するように設け
られている。操作表示部１３は、液晶ディスプレイとその表面に配置されたタッチパネル
によって構成されている。オペレータは、この操作表示部１３を操作して、モードの指定
や、後述する一時集積部６１に集積する紙幣の金種等を設定できるようになされている。
また、この操作表示部１３には、後述する制御部５０の制御下で、鑑別部２で鑑別された
紙幣の金種、計数結果等が表示される。
【００２３】
　第１の実施形態の場合、「集積機構」としての集積機構６には、上下方向に１列に３つ
の一時集積部６１（６１ａ～６１ｃ）が並べられて装置内に設けられている。各一時集積
部６１ａ～６１ｃにはそれぞれ、後述する制御部５０の制御下で、予め定められた枚数（
例えば１００枚）を上限とした指定種類の紙幣が集積できるようになっている。なお、一
時集積部の数は３つに限定されるものではない。
【００２４】
　以上のように、紙幣結束整理装置１００では、搬送機構３及び鑑別部２等により、オペ
レータから投入された紙幣を、集積機構６（一時集積部６１ａ～６１ｃ）に供給する「紙
葉類供給手段」が形成されている。
【００２５】
　移送機構９は、一時集積部６１ａ～６１ｃの集積紙幣を紙幣結束機構１０に移送するも
のである。紙幣結束機構１０は、移送されてきた集積紙幣を紙テープ等の結束材により束
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ねるものである。移送機構９及び紙幣結束機構１０は、ともに装置内に設けられている。
移送機構９及び紙幣結束機構１０の詳細については後述する。放出口１４は、紙幣結束機
構１０の結束により形成された紙幣束を放出させる開口である。放出口１４の上部の装置
正面に設けられた扉１２を開けることで、オペレータが集積機構６にアクセスできるよう
になっている。
【００２６】
　次に、搬送機構３について詳述する。搬送機構３は、ローラや搬送ベルトや紙幣通過を
検知するセンサ、駆動モータ等からなっているが、以下では、紙幣の経路という面を中心
に、搬送機構３を説明する。搬送機構３は、図２に示すように、大きく分けると、搬送路
３１ａ～３１ｉ、切替ブレード３２ａ～３２ｄ、設置された搬送路上の紙幣を検知するこ
とが可能なセンサ３３（３３ｂ、３３ｅ、３３ｆ、３３ｇ、３３ｉ）を有している。
【００２７】
　なお、図２では、紙幣の集積先の直前の搬送路３１にセンサ３３が配置される例につい
て示している。しかし、例えば、すべての搬送路３１上に、それぞれセンサ３３を配置す
るようにしてもよい。搬送機構３において、各紙幣の集積先を正しく検知することができ
れば、センサ３３を配置する数や位置は限定されない。
【００２８】
　搬送路３１ａ～３１ｈは、制御部５０の制御に応じてベルトやローラ等により紙幣を搬
送するものである。切替ブレード３２ａ～３２ｄは、搬送路３１ａ～３１ｈ上の各分岐点
Ａ～Ｄで、紙幣を搬送する方向を、制御部５０の制御に応じた方向（搬送路）に切替える
ためのブレードである。
【００２９】
　搬送路３１ａは、投入部１から鑑別部２を経て分岐点Ａに至る部分である。従って、投
入された全ての紙幣が、搬送路３１ａ上を搬送される。
【００３０】
　搬送路３１ｂは、分岐点Ａからリジェクトポケット８に至る部分である。従って、鑑別
結果に基づいて、リジェクトポケット８に集積されるリジェクト紙幣が、搬送路３１ｂ上
を搬送される。センサ３３ｂは、搬送路３１ｂ上の紙幣を検知することが可能である。
【００３１】
　搬送路３１ｃは、分岐点Ａから分岐点Ｂに至る部分であり、その途中に表裏反転部４が
設けられている。搬送路３１ｃは、表裏反転部４を通過しないように紙幣を搬送すること
もできる。表裏反転部４は溝状のものであり、搬送されてきた紙片は、表裏反転部４に一
端から挿入され、他端から引き出されることを通じて表裏が反転される。投入された紙幣
のうち、リジェクトポケット８に向かった紙幣以外の紙幣が、搬送路３１ｃ上を搬送され
る。搬送路３１ｃ上に導入された紙幣のうち、表裏反転が必要と鑑別された紙幣は、表裏
反転部４を経由する。
【００３２】
　切替ブレード３２ａは、分岐点Ａに配置されており、制御部５０の制御に応じて、搬送
路３１ａから搬送されてきた紙幣を、搬送路３１ｂ又は搬送路３１ｃのいずれかの方向に
切替えることが可能である。
【００３３】
　搬送路３１ｄは、分岐点Ｂから、分岐点Ｃ（集積機構６の入り口）に至る部分である（
図２参照）。制御部５０によって、一時集積部６１ａ～６１ｃのいずれかに集積すると判
定された紙幣が、搬送路３１ｄ上を搬送される。
【００３４】
　搬送路３１ｅは、分岐点Ｂから、オープンポケット５に至る部分である。制御部５０に
より、オープンポケット５に集積させると判定された紙幣が、搬送路３１ｅ上を搬送され
る。センサ３３ｅは、搬送路３１ｅ上の紙幣を検知することが可能である。
【００３５】
　切替ブレード３２ｂは、分岐点Ｂに配置されており、制御部５０の制御に応じて、搬送
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路３１ｃから搬送されてきた紙幣を、搬送路３１ｅ又は搬送路３１ｄのいずれかの方向に
切替えることが可能である。
【００３６】
　搬送路３１ｆは、分岐点Ｃから、一時集積部６１ａに至る部分である。制御部５０によ
り、一時集積部６１ａに集積させると判定された紙幣が、搬送路３１ｆ上を搬送される。
センサ３３ｆは、搬送路３１ｆ上の紙幣を検知することが可能である。
【００３７】
　搬送路３１ｈは、分岐点Ｃから分岐点Ｄに至る部分である。制御部５０により、一時集
積部６１ｂ又は一時集積部６１ｃに集積させると判定された紙幣が、搬送路３１ｈ上を搬
送される。
【００３８】
　切替ブレード３２ｃは、分岐点Ｃに配置されており、制御部５０の制御に応じて、搬送
路３１ｄから搬送されてきた紙幣を、搬送路３１ｆ又は搬送路３１ｈのいずれかの方向に
切替えることが可能である。
【００３９】
　搬送路３１ｇは、分岐点Ｄから一時集積部６１ｂに至る部分である。制御部５０により
、一時集積部６１ｂに集積させると判定された紙幣が、搬送路３１ｇ上を搬送される。セ
ンサ３３ｇは、搬送路３１ｇ上の紙幣を検知することが可能である。
【００４０】
　搬送路３１ｉは、分岐点Ｄから一時集積部６１ｃに至る部分である。制御部５０により
、一時集積部６１ｃに集積させると判定された紙幣が、搬送路３１ｉ上を搬送される。セ
ンサ３３ｉは、搬送路３１ｉ上の紙幣を検知することが可能である。
【００４１】
　切替ブレード３２ｄは、分岐点Ｄに配置されており、制御部５０の制御に応じて、搬送
路３１ｃから搬送されてきた紙幣を、搬送路３１ｇ又は搬送路３１ｉのいずれかの方向に
切替えることが可能である。
【００４２】
　図６は、集積機構６の構成を図２より詳細に示す側面図である。集積機構６には、上述
のように、３つの一時集積部６１ａ～６１ｃが上下方向に並べて配置されている。これら
の一時集積部６１ａ～６１ｃは、同一の構造を有しているので、以下では、一時集積部６
１ａを例にとって詳細を説明する。
【００４３】
　一時集積部６１ａに進入して集積された紙幣は、一時集積部６１ａの一側（例えば、図
６紙面法線方向の手前側）に設けられた図示しない長手整位手段により、紙幣の長手方向
の位置が揃えられる。更に、一時集積部６１ａの後端側に設けられた図示しない短手整位
手段により、紙幣の短手方向の位置が揃えられる。上述の長手整位機構は、紙幣を反対側
に設置された基準面に押しつけることで整位するものとなっている。また、上述の短手整
位機構は、集積された紙幣を進入口側に付勢することにより整位するものとなっている。
このように、一時集積部６１ａでは、供給された紙幣が集積されてゆく。
【００４４】
　そして、一時集積部６１ａに集積された紙幣は、後述する移送機構９の紙幣クランプ部
９０（図２参照）が進入して引き抜かれるようになっている。
【００４５】
　「束搬送手段」としての移送機構９は、図２に示すように、紙幣クランプ部９０、クラ
ンプ部移動機構９１、上下動機構９２を備えている。移送機構９の構成を、動きを通して
明らかにする。
【００４６】
　一時集積部６１ａに集積された紙幣を引き抜く場合を例に、移送機構９の一連の動きを
説明する。上下動機構９２により紙幣クランプ部９０をクランプ部移動機構９１と共に、
一時集積部６１ａに係るポジションセンサの位置まで上昇させる。ポジションセンサがク
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ランプ部移動機構９１を検知した位置で上昇を停止させると同時に、図示しない係止手段
によりクランプ部移動機構９１を係止し、クランプ部移動機構９１を一時集積部６１ａと
対応する位置に固定する。この状態でクランプ部移動機構９１により紙幣クランプ部９０
のクランプ爪９３ａ、９３ｂを上下方向に開いて集積紙幣をクランプする準備を行い、更
にクランプ部移動機構９１により紙幣クランプ部９０を一時集積部６１ａの方向に押し出
す。押し出された紙幣クランプ部９０のクランプ爪９３ａ、９３ｂは、一時集積部６１ａ
に挿入され、一時集積部６１ａに集積されている紙幣を上下から挟みつけて把持する。こ
れにより１００枚の紙幣が紙幣クランプ部９０に渡されたことになるので、クランプ爪９
３ａ、９３ｂで紙幣を把持した紙幣クランプ部９０をクランプ部移動機構９１により引き
戻す。紙幣クランプ部９０が元の位置まで引き戻されると、クランプ部移動機構９１の係
止が解除され、紙幣を把持した紙幣クランプ部９０と共にクランプ部移動機構９１が上下
動機構９２により移動経路の最下端に位置する紙幣結束機構１０まで移動し、紙幣クラン
プ部９０のクランプ爪９３ａ、９３ｂに把持された紙幣が紙幣結束機構１０に引き渡され
る。
【００４７】
　紙幣結束機構１０は、図５の側面図に示すように、ローラ及びベルト等からなる搬送手
段４０と、紙テープ等の結束用テープ４１と、印刷手段４２と、テープ４１を供給する供
給手段４３と、テープ４１を所定の長さに切断するカッタ４４と、図示しない結束手段を
有し、以下のように紙幣を結束する。
【００４８】
　搬送手段４０が移送機構９の紙幣クランプ部９０から結束対象の紙幣を一括して受け取
り、結束位置に搬送する。テープ供給手段４３は、テープ４１を結束手段に供給し、その
際、印刷手段４２は、制御部５０の制御下で、テープ４１に結束する紙幣に係る情報等を
印刷する。印刷されたテープ４１は、所定の長さにカッタ４４で切断され、この切断され
たテープを結束手段が結束位置に搬送された紙幣に巻き掛けて結束することにより紙幣束
が作られる。このようにして作られた紙幣束は、更に搬送手段４０により搬送され、放出
口１４に送られる。
【００４９】
　投入部１にセットされた紙幣が全て取り込まれ、最後の紙幣に対する処理（計数、集積
）が終了したときに、一時集積部６１ａ～６１ｃに結束されていない紙幣が残っているこ
とが多い。このような残った端数の紙幣については、上述した扉１２を開けることにより
、オペレータが取り出し可能となっている。
【００５０】
　次に、第１の実施形態に係る紙幣結束整理装置１００の制御系の構成について図１を用
いて説明する。
【００５１】
　図１において、制御部５０は、当該紙幣結束整理装置１００全体の動作制御を行うもの
である。制御部５０には、Ｉ／Ｏインタフェース回路５１を介して、投入部１の構成要素
（モータ、ソレノイドなどの駆動要素や、センサ要素など；図１では「構成要素」の用語
を省略している；以下の説明においても「構成要素」の用語を省略する）、鑑別部２、搬
送機構３、表裏反転部４、集積機構６、操作部７、移送機構９、紙幣結束機構１０、操作
表示部１３、カウンタ５１ａ～５１ｃなどが接続されている。
【００５２】
　カウンタ５１ａ～５１ｃはそれぞれ、一時集積部６１ａ～６１ｃに１対１で対応してい
る。例えば、対応する一時集積部６１ａ～６１ｃの所定位置に設けられているセンサが進
入紙幣を検知する毎にカウントアップする。ここでは、カウンタ５１ａ～５１ｃとしてハ
ードウェアのカウンタを適用しているが、制御部５０がメモリ部５１を利用するソフトウ
ェア的なカウンタを適用しても良い。また、制御部５０では、オープンポケット５、及び
リジェクトポケット８に集積された紙葉類（紙幣を含む）の枚数（例えば、最新に計数及
び結束処理を開始してからの枚数）についてもカウントしているものとする。



(10) JP 5958090 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

【００５３】
　次に、制御部５０の内部構成について説明する。
【００５４】
　制御部５０は、図１に示すように、制御処理等に必要な各種情報を記憶するための記憶
部５２有している。制御部５０は、例えば、プロセッサとメモリを有するコンピュータ（
例えば、マイクロコンピュータ）に、実施形態の紙葉類処理プログラムをインストールす
ることにより構築することができる。その場合でも機能的には図１のように示すことがで
きる。
【００５５】
　図１に示すように、記憶部５２は、少なくとも設定情報５２１、登録特定記番号情報５
２２、及び検出記番号情報５２３を記憶している。
【００５６】
　まず、設定情報５２１の内容について図６を用いて説明する。
【００５７】
　図６に示すように、設定情報５２１は、紙幣の種類（金種及び券種の組みあせ）ごとの
集積先（一時集積部６１ａ～６１ｃ、オープンポケット５のいずれか）を示す情報である
。図６に示すように、設定情報５２１では、紙幣の種類は、金種及び券種の組み合わせに
応じて決定されている。
【００５８】
　図６において、金種とは、紙幣の額面に応じて決まるものとしている。なお、第１の実
施形態では、紙幣結束整理装置１００は、中華人民共和国（人民元）の６金種の紙幣（１
００元紙幣、５０元紙幣、２０元紙幣、１０元紙幣、５元紙幣、１元紙幣）について処理
が可能であるものとする。また、図６において、券種とは、紙幣の属性を示すものとする
。具体的には、紙幣の券種は、紙幣の真偽、紙幣の傷みの度合い、特定記番号券であるか
否か等の項目に基づいて定められるものとする。第１の実施形態の鑑別部２では、紙幣の
傷みの度合いに応じて、ＡＴＭ券、流通券、損券の３段階にランク分けされるものとする
。ＡＴＭ券は、官封券の状態から使用頻度が少ない状態の紙幣であるものとする。また、
流通券は、ＡＴＭに用いるには適さないが紙幣発行銀行に返却するほどは傷んでいない状
態の紙幣であるものとする。さらにまた、損券は、紙幣の傷みが激しく紙幣発行銀行に返
却することが好ましい状態の紙幣であるものとする。
【００５９】
　そして、第１の実施形態の設定情報５２１では、券種の項目には、「無し」（紙幣の券
種を限定しない）、「ＡＴＭ券」、「流通券」、「損券」、「ＡＴＭ＋流通」（ＡＴＭ券
及び流通券）、「流通＋損」（流通券及び損券）、「真偽ＲＪ」（偽券としてリジェクト
すべき紙幣）、「特定記番号」（記番号が特定記番号の紙幣）のいずれかが設定されるも
のとして説明する。なお、設定情報５２１の券種の項目に設定する情報の種類、数、条件
の組み合わせについては上述の例に限定されない。ただし、第１の実施形態の制御部５０
は、ＡＴＭ券、流通券、損券のいずれかに該当するものとして認識される紙幣でも、特定
記番号券に該当する場合には、当該紙幣の券種は、「特定記番号」として取り扱うものと
する。また、第１の実施形態の制御部５０は、特定記番号が形成された紙幣であっても、
真偽ＲＪ券に該当する場合には、当該紙幣の券種は「真偽ＲＪ券」として取り扱うものと
する。
【００６０】
　図６に示すように、設定情報５２１では、各集積先は、集積先ごとに付与されたＩＤ（
以下、「集積先ＩＤ」と呼ぶ）により表されている。一時集積部６１ａ～６１ｃ、オープ
ンポケット５に対して１～４のＩＤが、集積先ＩＤとして付与されている。例えば、一時
集積部６１ａの集積先ＩＤは１、オープンポケット５の集積先ＩＤは４となる。そして、
制御部５０は、鑑別部２により鑑別された紙幣について、設定情報５２１に応じた集積先
へ集積されるように、搬送機構３等を制御する。
【００６１】
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　第１の実施形態においては、例として、設定情報５２１に、図６に示す内容が設定され
ているものとする。図６に示す設定情報５２１では、金種が１００元紙幣で券種が「ＡＴ
Ｍ券」の紙幣の集積先が一時集積部６１ｂ（集積先ＩＤ：２）、金種が１００元紙幣で券
種が「流通券」の紙幣の集積先が一時集積部６１ｃ（集積先ＩＤ：３）、券種が「特定記
番号」の紙幣の集積先がオープンポケット５（集積先ＩＤ：４）にそれぞれ設定されてい
る。
【００６２】
　次に、登録特定記番号情報５２２の内容について図７を用いて説明する。
【００６３】
　図７に示すように、登録特定記番号情報５２２は、特定記番号券として検出する対象と
なる記番号を登録している情報である。したがって、制御部５０（記憶部２１）は、特定
記番号券（特定の識別情報）のリストである特定記番号リスト（特定識別情報リスト）を
保持する特定識別情報リスト保持手段として機能している。
【００６４】
　登録特定記番号情報５２２は、金種ごとに設定される情報であるが、金種ごとに設定さ
れる情報の形式は同様であるので、ここでは、図７を用いて１００元紙幣を例として説明
する。すなわち、登録特定記番号情報５２２としては、図７に示すような情報が金種ごと
に設定されることになる。登録特定記番号情報５２２は、オペレータの操作に応じて設定
されるものである。第１の実施形態においては、例として、登録特定記番号情報５２２（
１００元紙幣に関する情報）に、少なくとも図７に示す６つの記番号（AH00000001、AH00
000002、AH00000003、AH00000004、AH00000005、AH00000006）が登録されているものとす
る。なお、登録特定記番号情報５２２に特定記番号を設定する際の記述形式は限定されな
いものである。例えば、範囲指定を用いた記述形式（例えば、「AH00000001-AH00000006
」のような記述形式）や、ワイルドカードを用いた記述形式（例えば、「AH0000000?」の
ような記述形式）を用いることが可能な構成としてもよい。
【００６５】
　なお、この登録特定記番号情報５２２の内容は、制御部５０により、鑑別部２の記憶部
２１（鑑別用特定記番号情報２１１）にコピーされる。鑑別部２では、この鑑別用特定記
番号情報２１１にしたがって、特定記番号券を検出する。
【００６６】
　次に、検出記番号情報５２３の内容について図８を用いて説明する。
【００６７】
　図８に示すように、検出記番号情報５２３は、当該紙幣結束整理装置１００で検出され
た特定記番号券に関する情報（履歴情報）である。検出記番号情報５２３を構成する項目
は限定されないものであるが、例えば、図８では、検出された特定記番号券ごとに、検出
日時、作業者名、作業者ＩＤ、金種、券種、版数（当該紙幣の版数）、記番号、集積先Ｉ
Ｄ（当該紙幣の集積先）、及び集積位置の情報が記録されている。なお、図８に示す検出
記番号情報５２３の項目は例示でありこれに限定されない。
【００６８】
　図８に示す作業者名、作業者ＩＤの項目は、オペレータを識別するための情報である。
例えば、紙幣結束整理装置１００を使用させる際に、制御部５０が、認証情報（例えば、
作業者ＩＤ及びパスワード）をオペレータに入力させて認証処理（操作表示部１３に認証
処理画面を表示して行う認証処理）を行い、その認証処理に用いられた認証情報を、検出
記番号情報５２３に反映するようにしてもよい。
【００６９】
　図８に示す「集積位置」の情報は、当該紙幣が集積先（集積先ＩＤで示される集積先）
において、どの位置に集積されているかを示す情報である。集積位置の形式は限定されな
いものであるが、この実施形態では、各集積先（オープンポケット及び一時集積部）の下
方向（底面）から数えて、当該紙幣が積載されている順序（下から数えた場合の枚数）を
示すものとする。集積位置については、例えば、当該集積先に集積された順に、「下から
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１枚目、下から２枚目、…」となる。
【００７０】
（Ａ－２）実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第１の実施形態の紙幣結束整理装置１００の動作につ
いて説明する。
【００７１】
（Ａ－２－１）設定情報の入力処理
　図９は、オペレータから設定情報５２１及び登録特定記番号情報５２２の内容を受け付
ける際に、制御部５０が行う処理について示したフローチャートである。
【００７２】
　まず、オペレータの操作表示部１３に対する操作（例えば、メニュー画面等の操作）に
応じて、制御部５０が、オペレータから設定情報５２１及び登録特定記番号情報５２２の
内容を受けるための設定情報入力画面（図１０参照）を操作表示部１３に表示する（Ｓ１
０１）。
【００７３】
　次に、オペレータから、情報入力を受け付ける対象となる集積先が選択される（Ｓ１０
２）。具体的には、図１０に示す設定情報入力画面では、オープンポケット５を選択する
ためのボタンＢ１１、一時集積部６１ａ～６１ｃのいずれかを選択するためのボタンＢ１
３１～Ｂ１３３が配置されており、いずれかのボタンの押下により、集積先が選択される
構成となっている。ここでは、図１０に示すように、一時集積部６１ｂ（集積先ＩＤ：２
）、一時集積部６１ｃ（集積先ＩＤ：３）に対応する金種については、すでに１００元紙
幣を示す「１００元紙幣」が設定されているものとする。
【００７４】
　そして、ここでは、オペレータにより、オープンポケット５を選択するためのボタンＢ
１１（集積先ＩＤ：４）が押下されたものとして以降の説明を行う。そして、集積先（オ
ープンポケット５）が選択されると、制御部５０は、設定情報入力画面において、金種を
指定するためのボタンＢ１４と、券種を指定するためのボタンＢ１５の操作を受け付ける
。そして、オペレータにより、券種を指定するためのボタンＢ１５が押下されるものとす
る（Ｓ１０３）。
【００７５】
　図１０に示す設定情報入力画面で、券種を指定するためのボタンＢ１５が押下されると
、制御部５０は、オペレータに券種を選択させるための券種選択画面（図１１参照）をポ
ップアップ表示する（Ｓ１０４）。
【００７６】
　図１１に示す券種選択画面では、各券種に対応するボタンＢ２０１～Ｂ２０８が配置さ
れている。ここでは、オペレータにより、特定記番号を指定するためのボタンＢ２０８が
押下された後、確認ボタンＢ２０９が押下されたものとする（Ｓ１０５）。図１１に示す
券種選択画面で特定記番号が指定されると、制御部５０は、特定記番号の追加登録を受け
付けるための特定記番号登録画面（図１２参照）をポップアップ表示する（Ｓ１０６）。
【００７７】
　図１２に示す特定記番号登録画面には、追加登録する特定記番号の入力を受け付けるた
めのフィールドＦ３１と、フィールドＦ３１に入力された記番号を登録特定記番号情報５
２２に追加するためのボタンＢ３１と、登録特定記番号情報５２２に現在登録されている
特定記番号を表示するためのフィールドＦ３２と、前の画面（設定情報入力画面）に戻る
ためのボタンＢ３２とが配置されている。
【００７８】
　制御部５０は、オペレータによりフィールドＦ３１に特定記番号が入力され、追加ボタ
ンＢ３１が押下されると、登録特定記番号情報５２２にその記番号を追加登録し、フィー
ルドＦ３２の表示内容を最新の内容に更新する（Ｓ１０７、Ｓ１０８）。
【００７９】
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　なお、第１の実施形態の紙幣結束整理装置１００において、設定情報５２１及び登録特
定記番号情報５２２の内容の登録を受け付ける具体的な処理（画面構成等）については限
定されないものであり、種々のインタフェースを適用することができる。
【００８０】
（Ａ－２－２）計数及び結束処理
　図１３は、紙幣結束整理装置１００において、計数及び結束処理が行われる場合の動作
について示したフローチャートである。
【００８１】
　操作部７の計数開始ボタン７ａがオペレータによって押下されると（Ｓ２０１）、制御
部５０は、計数及び結束処理を開始し、まず、各部の初期設定を行う（Ｓ２０２）。具体
的には、制御部５０は、登録特定記番号情報５２２の内容を、鑑別部２の鑑別用特定記番
号情報２１１に設定する処理等を行う。検出記番号情報５２３には、初期状態において１
件も情報が登録されていないものとする。
【００８２】
　制御部５０は、初期設定を完了すると、投入口１にセットされた紙幣について、計数及
び結束処理の動作を開始する（Ｓ２０３）。なお、紙幣結束整理装置１００が計数処理中
に、オペレータにより、投入口１に紙幣が追加されることもあり得る。
【００８３】
　また、制御部５０は、計数処理を開始する際に、図１４に示す形式で、計数中の状況を
表示するための計数中表示画面を表示する。
【００８４】
　計数中表示画面では、図１４に示すようにフィールドＦ４２に、テーブル形式で、一時
集積部６１ごとに、現在集積中の金種（図１４の「施封」の項目）、現在集積している枚
数（図１４の「端数枚数」の項目）、及び現在集積中の金種について結束（施封）した小
束の数（図１４の「把束数」の項目）が表示される。図１４では、「施封」の項目の１～
３の番号は、集積部ＩＤとなっている。図１４では、施封の項目で「２：１００元紙幣（
ＡＴＭ券）」、「３：１００元紙幣（流通券）」となっているため、一時集積部６１ｂ（
一時集積部ＩＤ：２）、一時集積部６１ｃ（一時集積部ＩＤ：３）にそれぞれ、「券種が
ＡＴＭ券の１００元紙幣」、「券種が流通券の１００元紙幣」が割り当てられていること
を示している。
【００８５】
　また、計数中表示画面では、図１４に示すようにフィールドＦ４１には、オープンポケ
ット５に設定された、金種及び券種（図１４の「ポケット」の項目）、現在枚数（現在集
積されている枚数）、及び設定枚数（各ポケットに集積する上限の枚数）が表示されてい
る。また、フィールドＦ４１には、リジェクトポケット８の現在枚数（現在集積されてい
る枚数）、及び設定枚数（各ポケットに集積する上限の枚数）が表示されている。なお、
フィールドＦ４１の「ポケット」の項目において「１」はオープンポケット５、「ＲＪ」
はリジェクトポケット８をあらわしている。図１４では、オープンポケット５に、券種が
「特定記番号」の１００元紙幣が割り当てられている。
【００８６】
　そして、制御部５０は、鑑別部２から、紙幣ごとに金種及び券種の情報に関する通知を
受け（Ｓ２０４）、鑑別した紙幣の券種が特定記番号券であるか否かを確認する（Ｓ２０
５）。制御部５０は、鑑別した紙幣の券種が特定記番号券である場合は後述するステップ
Ｓ２０６から動作し、そうでない場合には後述するステップＳ２０７から動作する。
【００８７】
　上述のステップＳ２０５で、鑑別した紙幣の券種が特定記番号である場合は、制御部５
０は、検出記番号情報５２３に当該特定記番号券の情報を登録し、特定記番号券が発生し
た旨等をオペレータに通報する処理を行う（Ｓ２０６）。
【００８８】
　特定記番号券が発生した旨をオペレータに通報する処理の内容については限定されない
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。例えば、図１５に示すように、計数中表示画面のフィールドＦ４３に、「特定記番号発
生」というメッセージとともに、最後に検出した特定記番号を表示するようにしてもよい
。フィールドＦ４３の表示は、目立つように赤色等の文字にすることが望ましい。また、
特定記番号券が発生した旨をオペレータに通報する方法としては、図示しないスピーカに
よる音声出力や、図示しない回転灯の点灯等により行うようにしてもよい。
【００８９】
　そして、制御部５０は、上述のステップＳ２０４で鑑別された紙幣について、対応する
集積先に搬送するように制御を行う（Ｓ２０７）。なお、紙幣結束整理装置１００では、
各一時集積部６１ａ～６１ｃに集積された紙幣が設定枚数に達すると、その紙幣の束が紙
幣結束機構１０により結束処理されるが、図１４のフローチャートでは、結束処理に係る
動作については省略して図示している。
【００９０】
　そして、制御部５０は、上述のステップＳ２０７で集積された紙幣について、正しい集
積先（設定情報５２１で設定された集積先）に集積されたか否かを、各搬送路に配置され
たセンサの検知状況等により確認する（Ｓ２０８）。そして、制御部５０は、誤集積を検
知した場合は後述するステップＳ２０９から動作し、そうでない場合には後述するステッ
プＳ２１０から動作する。
【００９１】
　上述のステップＳ２０８で、誤集積が検出された場合には、制御部５０は、誤集積が発
生した旨等をオペレータに通報する処理を行う（Ｓ２０９）。
【００９２】
　そして、制御部５０は、投入紙幣が終了したか否か（投入口１に紙幣が残っているか否
か）を確認し（Ｓ２１０）、紙幣が残っている場合は、上述のステップＳ２０４の処理か
ら動作し、投入紙幣が終了した場合には、計数及び結束の処理を終了する。
【００９３】
　誤集積が発生した旨をオペレータに通報する処理の内容については限定されない。例え
ば、図１５に示すように、計数中表示画面のフィールドＦ４３に、「誤集積発生」という
メッセージを追加表示するようにしてもよい。フィールドＦ４３の表示は、目立つように
赤色等の文字にすることが望ましい。また、誤集積が発生した旨をオペレータに通報する
方法としては、特定記番号の発生通報と同様に限定されないものである。
【００９４】
　そして、投入口１に紙幣が残っている場合には、制御部５０は上述のステップＳ２０４
の処理から動作し、投入口１に紙幣が残っていない場合には、制御部５０は、計数及び結
束処理を終了する。
【００９５】
　以上のように、紙幣結束整理装置１００では計測及び結束処理が行われる。
【００９６】
　そして、上述のステップＳ２０６の処理により、特定記番号券が発生した旨の通報を受
けたオペレータが、詳細について確認したい場合には、上述の計数中表示画面で「記番」
と表示されたボタンＢ４１を押下することにより、図１６に示すような記番号表示画面を
表示する。なお、この実施形態では、特定記番号券が検出された後も、制御部５０は、計
数及び結束処理を継続するようにしてもよいし、任意のタイミングで操作部７に対する操
作により、計数及び結束処理の一時停止を受付けるようにしてもよい。
【００９７】
　記番号表示画面では、例えば、図１６に示すように、検出記番号情報５２３の内容を表
示するようにしてもよい。図１６では、検出記番号情報５２３の項目について表示をする
例について示しているが、一部の項目（記番号以外の項目）については省略するようにし
てもよい。図１６に示す記番号表示画面における「集積位置」は、「下からの枚数」に加
えて、集積先（オープンポケット）を上方向から見た場合に、当該紙幣が積載されている
順序を示す「上からの枚数」も表示している。この実施形態では、記番号表示画面におい
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て、集積位置を「上からの枚数」及び「下からの枚数」の両方を用いて表示するものとし
て説明するが、いずれか一方だけで集積位置を表示するようにしてもよい。なお、記番号
表示画面で表示する集積位置の「上からの枚数」については、当該集積先に集積されてい
る紙幣の合計枚数から、当該紙幣の下からの枚数（検出記番号情報５２３に登録されてい
る集積位置）を減算することにより求めることができる。各集積先の合計枚数については
、カウンタ（ハードウェア的なカウンタでもよいし、ソフトウェア的なカウンタとしても
よい）により保持することができる。なお、記番号表示画面に大量の記番号を表示する場
合には、記番号の画面を切り替えたり、スクロール可能な操作画面としてもよい。また、
記番号表示画面に、任意の記番号の検索を可能とする検索機能を追加するようにしてもよ
い。例えば、オペレータから任意の記番号の入力を受付け、当該記番号に該当する情報だ
けを抽出して記番号表示画面に表示可能な画面構成としてもよい。　
　また、上述のステップＳ２０９の処理により、誤集積が発生した旨の通報を受けたオペ
レータが、誤集積の詳細について確認したい場合には、上述の計数中表示画面で「誤集積
」と表示されたボタンＢ４２を押下することにより、図１７に示すような誤集積表示画面
を表示する。なお、この実施形態では、誤集積が検出された後も、制御部５０は、計数及
び結束処理を継続するようにしてもよいし、任意のタイミングで操作部７に対する操作に
より、計数及び結束処理の一時停止を受付けるようにしてもよい。
【００９８】
　誤集積表示画面では、例えば、図１７に示すように、図１６に示す記番号表示画面から
、誤集積に係る紙幣の情報（行）だけを抽出して表示（図１７ではフィールドＦ６１）す
るようにしてもよい。すなわち、制御部５０は、検出記番号情報５２３から誤集積に係る
紙幣の情報（行）だけを抽出して、誤集積表示画面に反映する処理を行う。
【００９９】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　第１の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【０１００】
　第１の実施形態の第１の実施形態の紙幣結束整理装置１００では、計数中表示画面から
、誤集積表示画面をポップアップ表示することができる。誤集積表示画面により、オペレ
ータに、誤集積された紙幣の集積先及び集積位置を把握させることができる。これにより
、オペレータは、誤集積された紙幣を容易に見つけ出して、抜き出すことができる。
【０１０１】
　また、第１の実施形態の紙幣結束整理装置１００では、登録特定記番号情報５２２に特
定記番号のリストを保持し、そのリストに基づいて、計数及び結束処理中に特定記番号券
を検出している。そして、紙幣結束整理装置１００では、特定記番号券を検出した場合に
、その旨のメッセージを計数中表示画面に表示して通報している。これにより、オペレー
タは特定記番号券を検出したタイミングを知ることができ、利便性が向上する。特に、投
入口１に紙幣を継ぎ足しながら計数及び結束処理を行う場合（紙幣補給のために処理を止
めない運用の場合）でも、特定記番号券が検出されるタイミングを、オペレータが認識す
ることができるため有効である。
【０１０２】
　さらに、第１の実施形態の紙幣結束整理装置１００では、計数中表示画面から、記番号
表示画面をポップアップ表示することができる。例えば、記番号表示画面では、各記番号
は検出順（集積順）に並んでいるため、オペレータにとって、どの記番号の紙幣が何枚目
あたりに集積されているか等の位置を容易に把握することが可能となる。
【０１０３】
（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による紙葉類処理装置及びプログラムを、紙幣結束整理装置に適用した第
２の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【０１０４】
　第２の実施形態の紙幣結束整理装置１００の、機能的構成（制御系の構成）及びハード
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ウェア構成についても、第１の実施形態と同様に、上述の図１～図５を用いて説明するこ
とができる。以下、第２の実施形態について第１の実施形態との差異を説明する。
【０１０５】
　第１の実施形態の制御部５０が操作表示部１３に表示させる誤集積表示画面（図１７参
照）では、単に誤集積した特定記番号券に関する情報のリストを表示していた。しかし、
第２の実施形態の制御部５０は、図１８に示すように誤集積した特定記番号券のそれぞれ
について、周辺の紙幣の記番号について表示可能な誤集積表示画面を、操作表示部１３に
表示させる。
【０１０６】
　図１８に示す誤集積表示画面では、フィールドＦ７１に、誤集積された紙幣の情報（行
）を表示（第１の実施形態のフィールドＦ６１と同様の情報を表示）している。そして、
図１８に示す誤集積表示画面では、フィールドＦ７１で、オペレータにより選択された情
報（行）に対応する紙幣（誤集積された紙幣）の周辺に配置された他の紙幣の記番号をフ
ィールドＦ７２に表示している。図１８では、フィールドＦ７１で選択された情報（行）
について、オペレータが識別し易いように星印を付記している。制御部５０が、フィール
ドＦ７１でいずれかの情報（行）を、オペレータに選択させる手段については限定されな
いが、例えば、操作画面上にオペレータにより押下（タッチ）された情報（行）について
選択されたものと取り扱うようにしてもよい。
【０１０７】
　そして、図１８の誤集積表示画面では、フィールドＦ７２に、フィールドＦ７１で選択
された紙幣の集積先と、当該紙幣及び当該紙幣の上方向及び下方向に配置された紙幣５枚
ずつについて記番号を表示している。そして、フィールドＦ７２では、フィールドＦ７１
で選択された紙幣（誤集積された紙幣）の記番号について識別しやすいように星印を付記
している。
【０１０８】
　第２の実施形態では、図１８に示すように、誤集積された紙幣（特定記番号券）につい
て、誤集積された集積先だけでなく、当該誤集積された紙幣の周辺に配置された紙幣の記
番号についても表示している。これにより、オペレータは、誤集積された集積先から、誤
集積された紙幣（特定記番号券）を容易に見つけ出すことができる。
【０１０９】
（Ｃ）第３の実施形態
　以下、本発明による紙葉類処理装置及びプログラムを、紙幣結束整理装置に適用した第
３の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【０１１０】
　第３の実施形態の紙幣結束整理装置１００の、機能的構成（制御系の構成）及びハード
ウェア構成についても、第１の実施形態と同様に、上述の図１～図５等を用いて説明する
ことができる。以下、第３の実施形態について第１の実施形態との差異を説明する。
【０１１１】
　第３の実施形態では、搬送機構３において各搬送路３１上で紙幣を双方向に搬送可能で
ある。すなわち、第３の実施形態の搬送機構３を構成する各搬送路３１は、紙幣の搬送方
向を逆転させることが可能である。また、第３の実施形態の集積機構６を構成する各一時
集積部６１では、一旦集積された紙幣を搬送路３１上に繰出す（還流させる）ことが可能
な構成になっている。そして、第３の実施形態では、一旦搬送機構３の搬送路３１上に繰
出された紙幣は、投入口１に排出（取込トレイ１１上に載置）することが可能な構成にな
っている。
【０１１２】
　そして、第３の実施形態の制御部５０は、誤集積された特定記番号券について、誤集積
された集積先（いずれかの一時集積部６１）から繰出して、正しい集積先に搬送するよう
に、各構成要素を制御する。
【０１１３】
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　図１９は、誤集積された紙幣（特定記番号券）が発生した場合に制御部５０が行う処理
について示したフローチャートである。
【０１１４】
　制御部５０が特定記番号券の誤集積が発生したことを検知すると、まず、制御部５０は
、投入口１（取込トレイ１１）からの紙幣の取込を停止する（Ｓ３０１）。なお、ここで
は、設定情報５２１が図６のように設定されており、特定記番号券が、いずれかの一時集
積部６１に誤集積された場合の例について説明する。
【０１１５】
　そして、制御部５０は、搬送機構３（各搬送路３２）上の紙幣が全ていずれかの集積先
に搬送され、搬送機構３（各搬送路３２）上に紙幣が残留していない状態となったことを
確認する（Ｓ３０２）。次に、制御部５０は、誤集積された紙幣の上に、さらに集積され
た紙幣が存在するか否かを確認する（Ｓ３０３）。
【０１１６】
　上述のステップＳ３０２で、制御部５０は、例えば、搬送機構３の各搬送路３２を一定
時間順方向（投入口１と逆の方向）に動作させても、各センサ３３により紙幣が検知され
ない場合に、搬送機構３（各搬送路３２）上の紙幣が全ていずれかの集積先に搬送された
と判断するようにしてもよい。なお、制御部５０は、上述のステップＳ３０２の処理に替
えて、搬送機構３の各搬送路３２を逆方向（投入口１の方向）に動作させて、搬送機構３
（各搬送路３２）上の紙幣を全て、投入口１の取込トレイ１１上に戻す処理を行うように
してもよい。
【０１１７】
　また、上述のステップＳ３０３で、制御部５０は、例えば、検出記番号情報５２３の内
容を参照することにより、誤集積された紙幣の上に、さらに集積された紙幣が存在するか
否かを確認することができる。
【０１１８】
　そして、上述のステップＳ３０３で、誤集積された紙幣の上に、さらに集積された紙幣
が存在すると判定された場合には、制御部５０は、その誤集積された紙幣の上に集積され
た紙幣を、当該集積先（一時集積部６１）から繰出させる。さらに搬送機構３の各搬送路
３２を逆方向（投入口１の方向）に動作させて、投入口１の取込トレイ１１上に一時的に
退避させる（Ｓ３０４）。
【０１１９】
　そして、上述のステップＳ３０４の処理が完了した場合、又は、上述のステップＳ３０
３で、誤集積された紙幣の上に、さらに集積された紙幣が存在しないと判定された場合、
制御部５０は、誤集積された紙幣を、当該集積先（一時集積部６１）から繰出させる。そ
して、制御部５０は、搬送機構３を制御して、当該誤集積された紙幣を、正しい集積先（
オープンポケット５）に搬送して再集積させる（Ｓ３０５）。
【０１２０】
　制御部５０は、誤集積された紙幣を再集積する際に、一旦投入口１の取込トレイ１１上
に載置してから再度取り込むようにしてもよい。その際、当該紙幣を再度鑑別部２により
鑑別するようにしてもよい。再度鑑別を行う際には、取込トレイ１１から誤集積された紙
幣を搬送する速度を通常の搬送速度より遅い速度で搬送させるようにしてもよい。
【０１２１】
　また、制御部５０は、誤集積紙幣について、再集積せずに、投入口１の取込トレイ１１
上に載置して、計数及び結束動作を停止し、オペレータに除去を行う必要がある旨を通報
（例えば、計数中表示画面上にメッセージ出力）するようにしてもよい。そして、その後
制御部５０は、紙幣の取込みを再開する際に誤集積された紙幣（特定記番号券）が抜き取
られたか否かを確認するようにしてもよい。そして、制御部５０は、誤集積紙幣（特定記
番号券）が抜き取られていないと確認した場合、当該誤集積紙幣について、再度取込トレ
イ１１上に載置して、計数及び結束動作を停止し、オペレータに除去を行う必要がある旨
を通報するようにしてもよい。
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【０１２２】
　そして、制御部５０は、検出記番号情報５２３の内容を、現状に一致させるように更新
する処理を行い（Ｓ３０６）、誤集積された紙幣に関する処理を終了する。
【０１２３】
　上述のステップＳ３０６において、制御部５０は、検出記番号情報５２３の情報（行）
のうち、誤集積された紙幣に関する情報（行）の集積先を正しい集積先に更新する。また
、制御部５０は、検出記番号情報５２３の情報（行）のうち、上述のステップＳ３０４で
退避した紙幣に係る情報(行)について削除する更新も行う。
【０１２４】
　以上のように第３の実施形態の紙幣結束整理装置１００では、誤集積された紙幣を正し
い集積先に再集積する処理を行っている。これにより、第３の実施形態では、最終的に誤
集積が無い状態、すなわち、１つの集積先では１種類の紙幣（例えば、同一の券種）が集
積されるようにすることができるため、特定がしやすい。また、セキュリティ上の問題等
で、オペレータごとにアクセス可能な一時集積部６１が異なる場合には、１つの一時集積
部６１での紙幣の種類の混在を避けることで利便性を向上させることができる。　
（Ｄ）他の実施形態
　本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような変形実
施形態も挙げることができる。
【０１２５】
（Ｄ－１）上記の実施形態では紙幣結束整理装置に本発明を適用したものを示したが、本
発明の適用装置は、紙幣結束整理装置に限定されない。要は、投入紙幣の鑑別を行い、鑑
別の結果によっては、適宜、本来の搬送路から分離して排出口に排出させる装置であれば
、本発明を適用することができる。このような条件を満たすならば、自動取引装置（ＡＴ
Ｍ）等の現金処理装置にも、本発明の技術思想を適用することができる。
【０１２６】
　また、上記の実施形態では、紙幣を扱う紙幣結束整理装置に本発明を適用したものを示
したが、本発明が適用し得る紙葉類は、紙幣に限らず、小切手、商品券などの他の紙葉類
であっても良い。
【０１２７】
（Ｄ－２）上記の各実施形態の各操作画面は、紙幣結束整理装置１００本体の操作表示部
１３に表示してオペレータの操作を受付けるものとして説明したが、外部装置（例えば、
端末２００）を用いてオペレータとのインタフェース手段を実現するようにしてもよい。
例えば、紙幣結束整理装置１００に、Ｗｅｂサーバ機能を搭載し、ＨＴＴＰ通信等により
、端末に操作画面のＷｅｂページを提供するようにしてもよい。その際、登録特定記番号
情報については、紙幣結束整理装置１００（制御部５０）は、端末からにデータファイル
（例えば、特定記番号をリスト化したテキストデータ）のアップロードを受け付けて、登
録特定記番号情報５２２に反映するようにしてもよい。
【０１２８】
（Ｄ－３）上記の各実施形態では、紙幣結束整理装置１００は計数及び結束処理中に誤集
積を検出しても、処理を継続するものとして説明したが、一時停止して、オペレータの操
作により処理を再開する構成としてもよい。例えば、誤集積を任意の設定枚数（例えば、
３枚）検出した場合、紙幣結束整理装置１００を自動で一時停止して、オペレータの操作
により処理を再開する。この場合、例えば、上述の図１５の画面（計数表示中画面）のフ
ィールドＦ４３に、特定記番号券を検出したために処理を停止した旨を表示して、動作を
停止するようにしても良い（図２０参照）。
【０１２９】
（Ｄ－４）上記の各実施形態では、紙幣結束整理装置１００は、１００元紙幣の特定記番
号券について誤集積の検出処理を行うものとして説明したが、その他の金種や券種（例え
ば、ＡＴＭ券や流通券等）について同様の処理で誤集積を検出して処理するようにしても
よい。また、上記の各実施形態において、紙幣結束整理装置１００は、特定記番号券を検
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出して対応する集積先に集積する構成となっているが、特定記番号券について特に検出や
表示を行わない構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　１００…紙幣結束整理装置、１…投入口、２…鑑別部、３…搬送路、４…表裏反転部、
５…オープンポケット、６、６１ａ～６１ｃ…集積機構、７…操作部、８…リジェクトポ
ケット、９…移送機構、１０…紙幣結束機構、１１…取込トレイ、１２…扉、１４…放出
口、１３…操作表示部、１２…扉、５１…Ｉ／Ｏインタフェース回路、５１ａ～５１ｃ…
 カウンタ、５０…制御部、５２…記憶部、５２１…設定情報、５２２…登録特定記番号
情報、５２３…検出記番号情報。

【図１】 【図２】
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